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仕様書 

 

１ 委託業務名 

  第 10期埼玉県高齢者支援計画策定支援業務 

  〈埼玉県高齢者支援計画〉 

   介護保険法第１１８条に基づく介護保険事業支援計画、老人福祉法第２０条の９に基づく 

  老人福祉計画及び共生社会の実現の推進するための認知症基本法第１２条に基づく認知 

  症施策推進計画として定める本県における高齢者の総合計画。現在第９期計画期間中 

  （令和６年度から令和８年度まで） 

 

２ 目的 

次期（第１０期）埼玉県高齢者支援計画（計画期間は令和９年度から令和１１年度まで）の策

定にあたっては、高齢者人口がピークを迎える 2040年に向けて、介護と医療の複合ニー

ズを抱える 85歳以上人口、認知症高齢者、独居の高齢者等が増加する一方で、生産年齢人

口の減少が見込まれる中、地域の規模によって高齢化・人口減少のスピードに大きな差が生

じること等を踏まえ、地域の状況に応じた、きめ細かな対応が求められる。 

そのため、地域ごとの中長期的な人口の推移や介護ニーズの見込み等を踏まえて、都道府

県、市町村、地域の関係者が現状や課題について分析した上で、地域の実情に応じて、地域

包括ケアシステムの深化、医療・介護の一層の連携、介護人材の確保、介護現場の生産性の

向上に関する取組を十分に勘案した上で、介護サービスの提供体制を確保するための方策

や目指すべき方向性について、具体的な取組や目標を介護保険事業（支援）計画に定めるこ

とが重要になる。 

本業務は、第 10期計画策定を適切かつ効率的に実施していくため、その業務全般を支援

することを目的とする。 

 

３ 契約期間 

  契約締結の日から令和９年３月３０日まで 

 

４ 履行場所 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 外 

 

５ 業務内容  

第１０期計画の策定支援について、以下(1)から(5)までの業務を行うこと。 

なお、計画の策定にあたっては、国の基本指針（案）の他、埼玉県地域保健医療計画や地域

福祉支援計画などの関連する県の計画や、市町村が策定する介護保険事業計画及び老人福

祉計画との整合性を図る。 

 （１） 計画に記載するグラフ及び図表等の作成 

 ア 第９期計画に記載のグラフ及び図表等（本県の人口及び高齢化率の推移と見通し、 
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年齢階級別要支援・要介護認定率等、合計２３０個程度）について、県の指示に基づき

作成すること。また、その体裁は県民にとってわかりやすく見やすいものに整える。 

 イ 厚生労働省が公表する介護給付の実績データ、地域包括ケア「見える化システム」に

より把握したデータ（現状分析、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調

査等）、国や他都道府県の先進事例及び県内６３市町村の施策等の情報から、専門的

見地を生かして、１０の老人福祉圏域ごとに課題を分析し、各老人福祉圏域あたり図

表データ５個以上作成する。また、図表データ１個につき、150字程度の説明を記載

する。 

 

  (２) 計画原稿案の作成等 

    ア 表紙、目次を含むデザイン・レイアウトの作成 

    見やすくわかりやすいものにするよう創意工夫する。 

 

（３）地域の課題に係る調査・課題分析 

県から提供されるデータをもとに、次の項目について、専門的な見地を踏まえた課題

分析を地域別に実施する。また、課題分析には、足下の状況に加え、2040年に向けて

見込まれる課題を含める。 

ア 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受け皿となっ

ている現状及び課題等について 

（参照データ：入居定員総数、要介護者の人数、利用状況等） 

イ 介護保険施設と医療機関の連携状況や介護保険施設等入所者の医療需要、慢性期

における医療・介護の提供に係る現状及び課題等について 

（参照データ：病床機能報告、医療 SCR・介護 SCR等） 

ウ サービス提供体制の現状及び課題等について 

（参照データ：基準該当サービスや離島等相当サービス等の実施状況、特別地域加算の

実施状況、介護サービス事業所・施設数や変動状況） 

   

  ※ 上記のほか、国の基本指針案の公表等により、新たな課題分析が必要となった場合

は、双方で協議の上、課題分析を行うものとする。 

 

（４）その他計画策定に係る支援 

 ア 計画に掲載する県内市町村・介護事業所等の主要課題に関する取組の好事例につ

いて情報収集を行う。 

 

  (５) 計画の完成原稿の納品 

計画の完成原稿のすべての電子データ（文章およびグラフ・図表等）を提出すること。

形式はMicrosoft最新版とし、グラフや図表については元にしたMicrosoft 

Excel最新版の形式で提出すること。 

計画の印刷及び配布は県において行う。 
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     〈計画書の仕様〉 

 計画書完成原稿 

ページ数 第９期計画と同程度（約２４０ページ） 

デザイン作成 あり 

 

６ 計画策定スケジュール 

第１０期計画策定の主なスケジュールは、概ね以下のとおりを予定しているが、今後の調整

によって変動することがある。 

時期 主に県における作業内容 主に受託業者における作業内容 

６月  ・計画に記載するグラフ及び図表等の

作成（～３月（※）） 

・地域の課題に係る調査・分析 

（～10月）  

７月 ・県と市町村の計画作成に係るデータ共有 

・全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議

（基本指針案の提示）【厚生労働省】 

・基本指針を基に、計画骨子案（基本理念、施策

目標、施策体系）作成 

・第９期計画の数値目標及び取組に係る庁内調

整（～１１月） 

 

８月 ・第１回埼玉県高齢者支援計画推進会議（計画

策定スケジュール等について） 

・計画原稿案の作成（～３月（※）） 

９月 ・第１回サービス見込み量調査 

・第１回施設整備意向調査 

・介護人材推計 

 

１０月 ・関東地方厚生局ヒアリング 

・長寿社会政策庁内推進会議（関係課に計画素

案を提示し承認） 

 

１１月 ・第２回埼玉県高齢者支援計画推進会議（計画

素案提示・意見聴取、承認） 

・社会福祉審議会への報告 

・市町村ヒアリング（基本指針反映状況、サービ

ス見込量、施設整備意向調査の確認） 

 

１２月 ・第２回サービス見込み量調査 

・第２回施設整備意向調査 

・パブリックコメント用計画原稿案作成 

 １月 ・パブリックコメント実施（～１か月間） 

・介護報酬改定公表及び計画反映 

・第３回サービス見込み量調査 
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・第３回施設整備意向調査 

・施設設の必要入所定員総数の設定 

 ２月 ・パブリックコメント結果報告 

・第３回埼玉県高齢者支援計画推進会議（計画

案の最終承認） 

・第４回サービス見込み量調査 

・第４回施設整備意向調査 

・県議会への行政課題報告（資料作成） 

 

 ３月 ・介護人材推計結果の国への報告 

・計画策定記者発表 

・計画の完成原稿の納品 

（※）県の指示に基づき適宜提出 

 

７ 支払方法 

  支払いは、検査完了後、一括払いとする。 

 

８ 資料の貸与及び返却 

 （１） 県は業務遂行に必要な資料の一部を受託者に貸与する。受託者は貸与された資料の

一覧表を作成し、業務完了後、速やかに返却すること。その他、本業務に必要な資料の収

集は受託者が行うこと。 

 （２） 受託者は、善良な管理者の注意をもって、県から貸与を受けた資料を取り扱わなくて   

はならない。万一、紛失又は損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品をお

さめ又は原状に復し返還し、若しくはこれらに代えてその損害を賠償しなければならな

い。 

 （３） 受託者は、履行完了までに県から貸与を受けた資料を返却しなければならない。 

 

９ 成果物に関する権利の帰属 

（１） 受託者は、本委託において作成した図書類、電子情報等、成果物が第三者の所有権、 

著作権、肖像権等を侵害しないよう留意すること。 

（２） 受託者は、成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）が含

まれる場合には、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関

わる一切の手続を行うこと。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に

係る権利侵害の紛争の原因が専ら県の責めに帰す場合を除き、受託者の責任及び負担に

おいて一切を処理すること。 

 （３） 既に他の所有物を有するものを除き、本委託において作成された一切の図書類、電子   

情報等、成果物の著作権は全て県に帰属する。 

 （４） 受託者は、県に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして   

行使させないものとする。 

 （５） 受託者は、本委託終了後も含め、業務の成果等を県の承諾を受けないで自ら使用し、   

他の者に公表、貸与及び使用させてはならない。 
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１0 成果物に対する責任の範囲 

 （１） 受託者は、本委託期間経過後といえども、成果物に文章や数値の誤り等含め瑕疵が発   

見された場合には、県との協議に基づき、速やかに成果物の訂正、補足その他の措置を

講じなければならない。 

 （２） これに要する費用は、全て受託者の負担とする。 

 

１1 守秘義務 

 （１） 受託者は、本契約締結の事実及び本契約の諸条件に従った業務の遂行、その他契約上   

の債務の履行に関して県から受領し、又はその他の方法により知り得た一切の事実又は

情報について県の事前の承諾を得ない限り、第三者に対しその内容を一切公開又は開示

しないこと。 

 （２） 受託者は、業務上知り得た一切の事実又は情報を本契約以外の目的に使用しないこ

と。また、受託者内部の業務関係者以外に開示しないこと。ただし、その事実又は情報を

既に適法に旧知し、若しくは公知の事実であるもの、又はその後第三者から適法に入手可

能になり、公知の事実となったもの、かつ、法令により若しくは官公署、裁判所等の命令、

指導、通達等により提出する事実についてはこの限りではない。 

 （３） 受託者が秘密保持義務に違反し、県が被害を被った場合、受託者はその損害額を補償

すること。 

 （４） その他、個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

に基づき、適正に取り扱うこと。 

 

１2 その他 

 （１） 受託者は、県の信用を傷つけ又は職務全体の不名誉となるような行為がないように、

業務従事者への指導教育及び管理について、責任を持って行うこと。 

 （２） 受託者は、本業務の業務管理者責任者として、介護保険制度や地域包括ケアシステム

等高齢者福祉分野に熟知し、かつ原則委託期間中継続して本業務に従事することができ

る者を選任すること。また、本業務委託の担当者として、Microsoft 0fficeの操作に

熟達した者を選任すること。 

 （３） 受託者は、本業務を滞りなく行うための十分な人員を配置すること。 

 （４） 県が作成を依頼したデータについては、Microsoft Word, Excel, PowerPoint

のいずれかで作成すること。 

 （５） 受託者は、県の提示に従って委託業務を履行するものとし、委託内容に疑義が生じた

場合は、直ちに県に照会すること。 

 （６） データの集計・分析や資料作成については、県と十分に調整を行うこと。 

 （７） 県は、必要があると認められるときには、受託者に対して業務の実施状況等について

報告を受け、又は説明を求める等の措置を行うことができるものとする。 

 （８） 受託者は、本業務に関する会計帳簿等の財務資料を本業務完了後５年間保管し、県の

求めに応じて適宜提出すること。 
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（９） 本仕様書に定めるものの他に疑義が生じた場合はその都度県と協議して決定する。 

(1０) 本仕様書に定めるものの他、受託者の企画提案書に記載されている事項について

も、適切に履行すること。 

 


